
早島町埋立行為等規制条例 許可必要不要判断フロー 

（代表的な流れを記載しています。詳細は条例及び規則を参照下さい） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8

①事業区域面積 
（条例第４条第１項第１号） 

10,000㎡未満 

 
 
 
 
 
該当なし（農地転用許可案件は③

②他法令等に基づき許可、認可

届出を要する事業 
（条例第４条第１項第２号） 

 
 
 
 
 

該当なし 

③国、地方公共団体その他規則

定める団体が行う事業 
（条例第４条第１項第３号） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

④その他規則で

定める事業 
（条例第４条 
第１項第４号） 

農業者が

作の目的

行う行為 

該当な

該当なし 

許可必要 

その他 
県土保全条例第５条第１項の開発許可 
若しくは森林法第１０条の２（林地開発） 

10,000㎡以上 
00㎡未満 

800㎡以上 
適用除外 

適用除外 

へ）

、
該当 

で

耕

で

し 

該当な
規則第３条第２項第１号～第１７号 
 
（別紙１参照） 

適用除外 
該当 

 
その他規則で定める団体：規則第４条
第

５

行

（

第

・

・

・

通

な

（

※

１号～第１１号（別紙２参照） 
 
 

該当なし 

年以上耕作を

う場合 
規則第５条 
１号イ） 

該当 

森林法第５条に規定する地

計画に基づく森林の経営、

するために行うもの 

農林水産振興のため国又は

団体の助成を受けて行うも

災害復旧のために必要な応

して行うもの 

し 

常の維持管理上必要

行為として行うもの 
規則第５条第１号ア） 
地上げは該当なしへ 

 

埋立行為等届出書を届

該当 
適用除外 
け出。（この場合、届け

出の日から５年間、１年

ごとに耕作報告書を提

出する。） 
 
域森林 
管理を 

地方公共 

の 

急措置と 
適用

除外 

該当 



（別紙１） 
規則第３条第２項 

条例第４条第１項第２号の規則で定める法令等に基づき許可、認可、届出等を要する事業 

（１） 都市計画法第２９条の許可を受けた開発行為に係る事業 

（２） 宅地造成等規制法第２条第２号に規定する宅地造成に係る事業 

（３） 土地改良法第２条第２項に規定する土地改良事業に係る事業 

（４） 文化財保護法第１２５条第１項の許可を受けた行為に係る事業 

（５） 森林法第３４条第２項（同法第４４条において準用する場合を含む。）の許可を受けた 

行為に係る事業 

（６） 道路法第２４条、第３２条第１項又は第９１条第１項の許可を受けた行為に係る事業 

（７） 土地区画整理法第２条第１項に規定する土地区画整理事業に係る事業 

（８） 河川法第２５条、第２７条第１項、第５５条第１項又は第５７条第１項の許可を受けた 

行為に係る事業 

（９） 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第７条第１項の許可を受けた行為又は同 

法第１３条第１項の規定により届出を行った急傾斜地崩壊防止工事に係る事業 

（１０） 地すべり等防止法第１１条第１項の承認又は第１８条第１項の許可を受けた行為に係 

る事業 

（１１） 公有水面埋立法第２条の免許を受けた行為に係る事業 

（１２） 墓地、埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第４８号）第１０条第１項の許可を受け 

た行為に係る事業 

（１３） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第８条第１項又は第１５条第１項の許可を受けた 

行為に係る事業 

（１４） 採石法第３３条の許可を受けた行為に係る事業 

（１５） 砂利採取法第１６条の認可を受けた行為に係る事業 

（１６） 岡山県県土保全条例第５条第１項の許可を受けた行為に係る事業 

（１７） 前各号に掲げるもののほか、公益性のある事業で町長が認めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

規則第４条  

条例第４条第１項第３号の規則で定める団体 

（１） 日本道路公団  

（２） 本州四国連絡橋公団  

（３） 日本郵政公社  

（４） 日本下水道事業団  

（５） 独立行政法人通則法第２条第１項に規定する独立行攻法人 

（６） 国立大学法人法に基づき設立された国立大学法人及び大学共同利用機関法人 

（７） 岡山県住宅供給公社  

（８） 岡山県道路公社  

（９） 岡山県土地開発公社  

（１０） 市町村土地開発公社  

（１１） 前各号に掲げるもののほか、これらに類する団体で町長が適当と認  

めるもの  


